
委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託の議案を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則

第１０７条の規定により報告します。 

 
   平成２９年６月２２日 
 

 三木市議会議長 穂 積 豊 彦 様 

 
                民生生活常任委員長 大 眉  均 
 
                記 
 

１ 議案及び審査結果 

議 案 番 号 付 託 事 件 名 審査結果 

第２９号議案 
三木市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定について 
原 案 可 決 

第３１号議案 
三木市消防団員等公務災害補償条例の一部を改

正する条例の制定について 
原 案 可 決 

第３２号議案 
平成２９年度三木市一般会計補正予算（第１号）

中、関係部分 
原 案 可 決 

 

２ 審査経過 

去る６月１６日に本委員会を開催し、議案を審査した結果、全員一致をも

って、いずれも原案のとおり可決された。 

なお、審査の過程において委員から、河川環境美化事業について、このた

び補正予算で対応しようとしている箇所以外にも竹木の伐採やごみの撤去が

必要な箇所が見受けられますので、整備の必要な箇所を再度点検・精査した

上で県と協調しつつ事業を進められたい。 

また、（仮称）三木市立総合体育館の指定管理委託料については、オープン

後も多額な維持管理経費が必要となることから、次回プロポーザルを実施す

る際には、さらなる見直しを行うなど、経費の節減に努められたい等の意見、

要望があった。 


